
Ｑ：どこに建てられるの？
Ａ：山吹運動公園内の芝広場および相撲場の場所に配置します。
Ｑ：いつから使えるの？
Ａ：令和８年度の供用開始を目指します。

市
新
総
合
体
育
館
整
備
基
本
計
画
を

策
定
し
ま
し
た
。

山
吹
運
動
公
園
市
民
体
育
館
は
、昭
和
52

年
に
建
設
さ
れ
、
市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動

の
拠
点
と
し
て
多
く
の
市
民
に
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、
老
朽
化
や
バ
リ

ア
フ
リ
ー
未
対
応
な
ど
の
課
題
も
多
く
、

市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
計
画（
令
和
2
年

3
月
策
定
）
に
お
い
て
、
最
優
先
で
更
新

（
建
替
え
）と
の
方
向
性
を
示
し
ま
し
た
。

ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
を「
す
る
」こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
ス
ポ
ー
ツ
を
「
み
る
」
こ
と
の
感

動
、
ス
ポ
ー
ツ
を「
さ
さ
え
る
」活
動
へ
の

参
画
な
ど
、
多
様
化
す
る
ス
ポ
ー
ツ
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
新
総
合
体
育
館

を
整
備
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

策
定
に
あ
た
っ
て
、
ス
ポ
ー
ツ
や
ス
ポ
ー

ツ
施
設
の
有
識
者
、
ス
ポ
ー
ツ
団
体
等
で

構
成
す
る「
新
総
合
体
育
館
整
備
基
本
計

画
策
定
委
員
会
」と
、
庁
内
関
係
部
署
で

構
成
す
る「
新
総
合
体
育
館
整
備
基
本
計

画
庁
内
検
討
委
員
会
」を
設
置
し
、
検
討

し
ま
し
た
。

令
和
2
年
10
月
に
市
民
、
ス
ポ
ー
ツ
団

体
、
体
育
館
利
用
者
等
に
対
し
行
っ
た
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、
新
総
合
体
育
館
整
備
の

必
要
性
に
つ
い
て
、約
80
％
の
方
か
ら「
必

要
」「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
必
要
」と
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。

▲現在の市民体育館
　延床面積 2,405㎡
　アリーナ 1,062㎡

《基本コンセプト》

●子どもから高齢者まで利用できる体育館
●ユニバーサルデザインに配慮した体育館
●スポーツを「する人」「みる人」「ささえる人」に配慮した
　体育館

整備方針❶ 市民の誰もが利用でき、
　　　　　 すべての人にやさしい体育館

●スポーツ活動を通じた市民の交流をささえる体育館
●様々な集会やイベントに利用できる体育館

整備方針❷ 人が集い、交流拠点となる体育館

●トップレベルの大会などの開催により、子どもたちの夢
　を育む体育館

整備方針❸ トップレベルの大会等に対応する体育館

誰もが 気軽に スポーツを楽しみ 夢を育み 
賑わいが生まれる スポーツアリーナ

必要と思う
45%

無回答 2%

どちらかと
いえば
必要と思う
34%

体
育
館
整
備
に
あ
た
っ
て

策
定
の
体
制

市
民
ニ
ー
ズ

わからない 8%
必要ないと思う4%

どちらかといえば必要ないと思う7%

79%

●新総合体育館整備に関する詳細は、市ホームページ
　で閲覧することができます。
　ホーム ＞ 教育・文化・スポーツ ＞ 新総合体育館整備事業

メインアリーナ　約1,800㎡（47ｍ×38ｍ）
・バスケットボール2面  ・バレーボール3面 等

応接室、放送室、医務室、更衣室（選手、一般、
身障者用）、トイレ（一般、多目的トイレ）、授乳
室、事務室、器具庫、エントランス、ラウンジ、売
店、防災倉庫、器具庫等

サブアリーナ　約840㎡（36.5ｍ×23ｍ）
・バスケットボール1面 ・バレーボール1面 等

観覧席（2階固定席1,000席）
＊メインアリーナ1階に可動席500席を設置

多目的ルーム（分割可：会議室、ダンス、ヨガ等）

廊下、階段、エレベーター等共用部

附帯施設

スポーツ
施設

計

450㎡

2,260㎡

4,090㎡

6,800㎡

諸　室 延床面積区　分

トレーニングルーム

新総合体育館の概要（諸室と規模） 基本コンセプト・整備方針
市民の誰もが気軽にスポーツや健康づくりを楽しむことがで
きるよう次のとおり基本コンセプトおよび整備方針を定めま
した。

スポーツ振興課（73-0090）

13



14

◆
対
象
と
な
る
住
宅
（
次
の
要
件
に
す

べ
て
該
当
す
る
も
の
）：

・
市
内
の一戸
建
て
の
木
造
住
宅

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ

た
も
の

・
２
階
建
て
お
よ
び
平
屋
建
て
、
延
床
面

積
30
㎡
以
上

・
店
舗
と
の
併
用
住
宅
の
場
合
は
、
住
宅

部
分
の
延
床
面
積
が
全
体
の
延
床
面
積

の
２
分
の
１
以
上

・
在
来
軸
組
工
法
お
よ
び
枠
組
壁
工
法

で
建
て
ら
れ
た
も
の

・
建
築
基
準
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す

る
建
築
確
認
を
受
け
て
建
築
さ
れ
た
木

造
住
宅（
た
だ
し
、都
市
計
画
区
域
外〈
常

陸
太
田
市
の一部
〉
に
お
い
て
は
こ
の
限

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

◆
申
込
資
格
：
対
象
と
な
る
住
宅
の
所

有
者
で
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

（
同
居
者
も
含
む
）

◆
募
集
戸
数
：
10
戸

◆
診
断
費
用
：
１
棟
に
つ
き
自
己
負
担

２
千
円

◆
申
込
期
限
：
10
月
29
日
（
金
）

◆
申
込
方
法
：
申
込
先
で
交
付
す
る
申

込
書
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
直
接

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
申
・
問
：
建
築
住
宅
課
建
築
開
発
指

導
室
（
内
線
２
３
４
）

木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
の

派
遣
に
つ
い
て

木
造
住
宅
耐
震
改
修
等
費
用
の

助
成
に
つ
い
て

耐震改修工事例

耐震改修前

耐震改修中

耐震改修後

木造住宅耐震診断関連事業を行います
市
で
は
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
推

進
を
目
的
と
し
て
、
木
造
住
宅
に
お
住

ま
い
の
方
を
対
象
に
耐
震
診
断
士
の
派

遣
お
よ
び
耐
震
改
修
費
補
助
を
継
続

し
て
実
施
し
ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
住
宅
（
次
の
要
件
に
す

べ
て
該
当
す
る
も
の
）：

・
市
内
の一戸
建
て
の
木
造
住
宅

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

れ
た
も
の

・
２
階
建
て
お
よ
び
平
屋
建
て
、
延
床

面
積
30
㎡
以
上

・
店
舗
と
の
併
用
住
宅
の
場
合
は
、
住

宅
部
分
の
延
床
面
積
が
全
体
の
延
床

面
積
の
２
分
の
１
以
上

・
在
来
軸
組
工
法
お
よ
び
枠
組
壁
工
法

で
建
て
ら
れ
た
も
の

・
建
築
基
準
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定

す
る
建
築
確
認
を
受
け
て
建
築
さ
れ
た

木
造
住
宅
（
た
だ
し
、
都
市
計
画
区

域
外
〈
常
陸
太
田
市
の一部
〉
に
お
い
て

は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

・
耐
震
診
断
（一
般
診
断
、
精
密
診
断
）

を
受
け
た
も
の
（一
般
耐
震
診
断
に
お

け
る
上
部
構
造
評
点
が
1.0
未
満
で
あ
る

こ
と
）
ま
た
は
、
耐
震
診
断
士
・
建
築

士
の
作
成
し
た
一
定
の
基
準
を
満
た
し

た
設
計
図
書
等
に
基
づ
く
耐
震
計
画
で

あ
る
も
の
（一
般
耐
震
診
断
に
お
け
る

上
部
構
造
評
点
が
改
修
前
に
比
し
て
0.3

以
上
上
昇
か
つ
評
点
1.0
以
上
と
な
る
こ

と
）

・
耐
震
計
画
に
基
づ
く
耐
震
改
修
で
あ

る
も
の

◆
申
込
資
格
：

・
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
で
市
税

等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方
（
同
居
者
も

含
む
）

・
原
則
、
単
年
度
で
事
業
が
完
了
す
る

こ
と

◆
助
成
内
容
：
耐
震
改
修
工
事
に
要
す

る
経
費
の
５
分
の
４
（
上
限
１
０
０
万

円
）

◆
申
込
期
限
：
10
月
29
日
（
金
）

◆
申
込
方
法
：
申
込
先
で
交
付
す
る
申

込
書
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
直
接

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
問
：
建
築
住
宅
課
建
築
開
発
指
導

室
（
内
線
２
３
４
）



65歳以上の方の介護保険料が決定しました
～第8期介護保険計画が策定されました～

介護保険料は、高齢者人口、介護サービスの利用実績などを踏まえて、介護サービス費がどのくらい必要にな
るかを算出して、3年ごとに見直しをしています。令和3年度から5年度までの65歳以上の方の介護保険料は
前年の所得に応じて、次のいずれかに決定します。

年額63,500円（改正前63,500円）
月額5,290円（改正前5,290円）◆介護保険料基準額

「介護保険料は大切な財源です」
介護保険の運営に必要な財源は国・県・市町村が半分を負担し、残り半分を保険料で負担しています。

令和3～5年度の介護保険料
所得段階 対象となる方 保険料（年額）

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

（基準額）

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者　世帯全員が市町村民税非課税で前年の
「合計所得金額＊＋課税年金収入額」が80万円以下の方
世帯全員が市町村民税非課税で
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が80万円超120万円以下の方
世帯全員が市町村民税非課税で
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が120万円超の方
世帯に市町村民税課税者がいるが本人は市町村民税非課税で、
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が80万円以下の方
世帯に市町村民税課税者がいるが本人は市町村民税非課税で、
前年の「合計所得金額＋課税年金収入額」が80万円超の方

本人が市町村民税課税で「合計所得金額」が120万円未満の方

本人が市町村民税課税で「合計所得金額」が120万円以上210万円未満の方

本人が市町村民税課税で「合計所得金額」が210万円以上320万円未満の方

本人が市町村民税課税で「合計所得金額」が320万円以上の方

19,100円

31,800円

44,500円

57,200円

63,500円

76,200円

82,600円

95,300円

108,000円

＊「合計所得金額」とは、収入から給与所得控除や公的年金控除、必要経費を控除した額で、基礎控除や人的控除（配偶者控除、扶養控除）等の控除をする前の所得金額です。

◆問：高齢福祉課介護保険係（内線153・154）
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INFORMATION
事 

例
ア
ド
バ
イ
ス

消
費
生
活
相
談

◆
問
：
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
市
民
協
働
推
進
課
内 

70
‐
１
３
２
２
）

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
予
防
接
種
を
優
先
的
に
う
て
る
」
な

ど
と
保
健
所
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。「
予
約
の
た
め
に
名
前
と

住
所
、
家
族
構
成
な
ど
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と
聞
か
れ
た
の

で
答
え
て
し
ま
っ
た
。
電
話
を
切
っ
た
後
で
不
審
に
思
い
、
保
健
所

に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
保
健
所
で
は
そ
の
よ
う
な
電
話
は
し
て

い
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
接
種
に
係
る

行
政
機
関
を
か
た
る
〝
な
り
す
ま
し
〞
に
注
意

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
た
め
に
必
要
と

か
た
り
、
金
銭
や
個
人
情
報
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
詐
欺
が
全

国
的
に
増
え
て
い
ま
す
。

行
政
機
関
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
た
め
に
金
銭
や
個
人
情
報
を

電
話
や
メ
ー
ル
で
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

行
政
機
関
の
職
員
を
装
う
人
物
や
、
委
託
さ
れ
た
な
ど
と
か
た
る

業
者
か
ら
の
怪
し
い
電
話
や
訪
問
、
心
当
た
り
の
な
い
送
信
元
か

ら
の
メ
ー
ル
な
ど
に
は
反
応
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
ら
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

障
害
を
持
っ
た
子
ど
も
の
親
達
が
、
我
が

子
の
療
育
や
生
活
の
場
を
求
め
て
施
設
づ

く
り
を
始
め
、
社
会
福
祉
法
人
や
ま
ぶ
き

の
里
を
設
立
し
ま
し
た
。
施
設
で
は
障
害

を
持
っ
た
利
用
者
の
方
々
の
食
事
や
入

浴
、
排
泄
等
の
生
活
支
援
、
手
工
芸
や
農

作
業
等
の
作
業
支
援
、
行
事
や
外
出
活
動

等
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
支
援
等
を
行
っ
て

い
ま
す
。一人一人
の
人
権
、
個
性
、
特
性

を
尊
重
し
、
そ
の
人
ら
し
く
い
き
い
き
と

生
活
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
当
施
設
の
シ

ン
ボ
ル
マ
ー
ク
は
〝
笑
顔
で
明
る
く
暮
ら

せ
る
よ
う
に
〞
と
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
た

太
陽
の
よ
う
な
明
る
い
笑
顔
の
マ
ー
ク
。

〝
利
用
者
さ
ん
も
働
く
人
も
笑
顔
で
暮
ら

し
ま
し
ょ
う
〞
の
願
い
の
も
と
、
共
に
助

け
支
え
合
い
、
喜
び
を
分
か
ち
合
え
る

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
施
設
で
す
。

一
人
は
皆
の
為
に 

皆
は
一
人
の
為
に

常
陸
太
田
市
に
は
、
各
分
野
で
活
躍
す
る

輝
く
企
業
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。こ
の
コ
ー

ナ
ー
で
は
、
そ
ん
な
輝
く
企
業
の
「
魅
力
」

を
ご
紹
介
！
地
元
就
職
を
考
え
て
い
る
学

生
さ
ん
も
必
見
で
す
！

社会福祉法人やまぶきの里
ピュア里川
[ 本社 ] 内田町 3168

《企業データ》
代表者：川又功男
資本金：なし
TEL：74-1901

常
陸
太
田
の

　
　
　
　
　

   

を

紹
介
し
ま
す
！

輝
く
企
業
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磯
部
町 

中
村
保
男
／
谷
河
原
町 

篠
原

勝
幸
／
天
神
林
町 

日
座
正
則
／
佐
竹
南

台 

大
友
昭
敏
／
稲
木
町 

山
﨑
武
義

馬
場
町
上 

渡
部
省
一
／
馬
場
町
下 

深

澤
英
則
／
馬
場
町
真
渕 

金
田
健
志
／
新

宿
町
上 

松
本
弘
明
／
新
宿
町
下 

菊
池

彰
／
増
井
町 

佐
藤
栄
／
下
大
門
町
一 

根
本
和
一
／
下
大
門
町
二 

黒
羽
文
男
／

上
大
門
町
一 

黒
羽
一
行
／
上
大
門
町
二 

安
島
斗
夢
夫
／
瑞
竜
町
一 

武
藤
英
明
／

瑞
竜
町
二 
大
和
田
猛

里
野
宮
町 

藤
咲
正
人
／
白
羽
町 

岡
部

利
美
／
茅
根
町 

柴
田
寛
／
常
福
地
町 

安
俊
郎
／
春
友
町 

井
坂
文
明

小
目
町 

田
所
惣
一
／
亀
作
町 

川
松
邦

男
／
真
弓
町 

朝
日
正
／
真
弓
町
真
弓
ヶ

丘
団
地 

熊
山
治
良
／
大
森
町 

飛
田
政

男町
屋
町 

和
田
克
男
／
町
屋
町
北 

福
地

雅
久
／
西
河
内
下
町 

塙
信
夫
／
西
河
内

中
町 

鈴
木
弘
平
／
西
河
内
上
町 

豊
田

秀
昭

久
米
町 

石
井
芳
一
／
薬
谷
町 

圷
宏
寿

／
大
里
町
１ 

佐
藤
克
美
／
大
里
町
２ 

引
田
憲
二
／
大
平
町 

小
澤
均
／
玉
造
町 

志
賀
正
義
／
芦
間
町 

木
村
茂
／
大
方
町 

多
賀
谷
英
明
／
岩
手
町 

向
井
次
男

花
房
町 

井
坂
健
一
／
新
地
町 

後
藤
茂

／
松
栄
町 

島
根
眞
人
／
中
野
町 

藤
田

惠
一
／
小
島
町 

助
川
勝
廣

高
柿
町 

小
林
裕
司
／
竹
合
町 

松
本
雄

一
／
箕
町 

木
村
人
司
／
下
利
員
町 

古

德
則
美
／
中
利
員
町 

川
又
健
／
千
寿
町 

櫻
井
敏
美

上
利
員
町 

金
田
和
一
／
下
宮
河
内
町 

吉
成
輝
雄
／
赤
土
町 

桒
原
一
美
／
上
宮

河
内
町 

中
嶋
右
浩

松
平
町 

中
野
敬
／
和
田
町 

和
田
信
夫

／
東
連
地
町 

猿
田
俊
一
／
棚
谷
町 

岩

間
保
／
国
安
町 

岩
間
茂

和
久
町 
石
川
光
俊
／
町
田
町 

川
上
優

／
西
染
町 

大
須
賀
弘
次
／
中
染
町
中
南 

國
安
世
紀
／
中
染
町
中
東 

関
祥
一
／
中

染
町
中
西 

菊
池
靖
明
／
東
染
町 

吉
澤

一
治

天
下
野
町
一
区 

中
嶋
操
／
天
下
野
町
二

区 

根
本
光
則
／
天
下
野
町
三
区 

冨
永

主
馬
男
／
天
下
野
町
四
区 

舘
野
行
男
／

天
下
野
町
五
区 

松
本
初
夫
／
天
下
野
町

六
区 

長
嶋
猛
夫

下
高
倉
町
第
１ 

吉
成
康
史
／
下
高
倉
町

第
２ 

小
室
昭
治
／
上
高
倉
町
第
１ 

吉

成
靖
／
上
高
倉
町
第
２ 

石
井
常
和

里
川
町 

佐
藤
健
一
／
徳
田
町 

佐
藤
隆

俊
／
小
妻
町 

橋
本
久
雄
／
小
中
町 

須

藤
泰
孝
／
大
中
町 

吉
村
泰
典
／
大
中
町

白
幡
台 

岡
崎
靖

折
橋
町 

助
川
仁
一
／
小
菅
町 

深
谷
冨

二
男
／
上
深
荻
大
菅
町 

大
森
芳
信

宮
本
町 
井
野
宮
正
／
内
堀
町 

秋
山
敬

一
／
中
城
町 
福
地
邦
美
／
栄
町 

小
倉

敏
行
／
東
一
町 
渡
邉
彰
／
塙
町 

井
坂

晴
／
金
井
町 

澤
田
啓
介
／
東
二
町 

大

須
賀
克
已
／
東
三
町 

鍋
屋
繁
範
／
木
崎

一
町 

石
井
勝
三
／
木
崎
二
町 
尾
崎
孝

司
／
山
下
町 

相
原
正
夫
／
西
三
町 　

池
保
裕
／
西
二
町 

大
和
田
靖
／
西
一
町 

菊
池
均
／
寿
町 

猪
又
強

幡
町 

滑
川
健
一
／
四
季
の
丘
は
た
そ
め 

皆
川
和
彦
／
三
才
町 

薄
井
喜
久
雄
／
西

宮
町 

深
田
正
男
／
田
渡
町 

鈴
木
榮
／

長
谷
町 

関
根
信
行
／
高
貫
町 

小
倉
章

岡
田
町 

笹
原
勲
／
小
沢
町 

矢
萩
正
則

／
内
田
町
上 

軍
司
泰
明
／
内
田
町
中 

滝
川
清
／
内
田
町
下 

冨
岡
和
彦
／
落
合

町 

檜
山
巖
／
堅
磐
町 

武
藤
清
志
／
上

土
木
内
町 

三
代
洋
二
／
沢
目
町 

宮
本

章上
河
合
町 

浅
野
勝
好
／
下
河
合
町 

萩

谷
正
実
／
藤
田
町 

萩
谷
薫
／
粟
原
町 

宇
野
良
一
／
島
町 

大
曽
根
明

町
会
長
の
紹
介

太
田
地
区

機
初
地
区

西
小
沢
地
区

幸
久
地
区

佐
都
地
区

世
矢
地
区

河
内
地
区

久
米
地
区

誉
田
地
区

郡
戸
地
区

金
郷
地
区

金
砂
地
区

山
田
地
区

染
和
田
地
区

天
下
野
地
区

高
倉
地
区

小
里
地
区

賀
美
地
区

佐
竹
地
区

＊
敬
称
略



INFORMATION

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
苦

情
や
行
政
の
手
続
き
に
関
す
る
相
談
を

受
け
、
助
言
や
関
係
機
関
に
連
絡
し
解

決
を
図
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
相
談

の
受
付
は
委
員
の
担
当
地
区
ご
と
に
行

い
、
日
時
や
場
所
に
つ
い
て
は
「
ひ
た
ち

お
お
た
お
知
ら
せ
版
」
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
な
お
、
総
務
省
行
政
相
談
セ
ン

タ
ー
き
く
み
み
茨
城
（
相
談
専
用
電
話

０
５
７
０
‐
０
９
０
１
１
０
）
で
も
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

行
政
相
談
委
員
の

皆
さ
ん
を
ご
紹
介
し
ま
す

常陸太田地区
菊池　尚さん

里美地区
石井　啓文さん

金砂郷地区
富田　雅弘さん

水府地区
関　祥一さん

令
和
２
年
度
に
お
け
る
市
の
情
報
公
開

の
実
施
状
況
お
よ
び
個
人
情
報
保
護
の

運
用
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公

表
し
ま
す
。

令
和
３
年
第
１
回
市
議
会
定
例
会
に
お

い
て
任
命
の
同
意
を
受
け
、
４
月
１
日

付
で
岩
間
敦
子
氏
が
教
育
委
員
に
新
た

に
就
任
し
ま
し
た
。

◆
審
査
請
求
の
実
施
状
況

・
審
査
請
求
の
件
数
…
１
件

・
審
査
請
求
の
処
理
状
況
…
審
査
済

◆
個
人
情
報
保
護
の
運
用
状
況

・
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
届
出
件
数
…

５
件 （
令
和
2
年
度
ま
で
の
総
届
出
件

数
５
４
３
件
）

・
開
示
請
求
の
状
況
…
開
示
請
求 

0
件

令
和
２
年
度
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
の
状
況
に
つ
い
て

新
教
育
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

◆情報公開の実施状況（情報任意的公開申出を含む）

実施機関

市長

教育委員会

請求件数

34

1

左の処理状況

21

公開件数

7

一部
公開件数

1

6

非公開
件数

（件）

消防長 5 2 3

＊情報公開の実施状況について、選挙管理委員会、公平
委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、
議会については請求がありませんでした。
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❹

❷

❸

START&GOAL

花房
公民館前
花房町241

花房町を
ご堪能ください!!

→
至
市
街
地

←
至
常
陸
大
宮
市

浅
川

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、花
房
町
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
コ
ー
ス
で
す
。
花
房
町
は
市
南

西
部
に
位
置
し
、
常
陸
大
宮
市
と
隣
接

す
る
国
道
2
9
3
号
沿
い
の
ま
ち
で
す
。

最
初
に
出
会
う
の
は
立
派
な
ケ
ヤ
キ
。

ま
る
で
大
き
な
緑
の
傘
の
よ
う
な
存
在

感
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
コ
ー
ス
を

巡
る
と
、
人
々
の
生
活
を
見
守
っ
て
き

て
く
れ
た
石
仏
群
や
、
徳
川
光
圀
が
参

拝
し
た
と
い
う
伊
勢
神
社
、
天
満
宮
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
見
ど
こ
ろ
に
出
会
え
ま

す
。
新
緑
の
季
節
を
感
じ
な
が
ら
、ゆ
っ

た
り
と
花
房
町
を
歩
い
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

文化課（☎72-3201）

てくてく
ウォーク
てくてく
ウォーク116

花房町ウォーキングコース
【スタート】 花房公民館前

▼距離…約6km ▼時間…約2時間

♪石仏群❷

安産を願う観音様と馬力神の石仏がありま
す。かつてこの周辺の婦人たちは、産前産後
の安全を祈願して、年１回集まり祭礼を行っ
ていたそうです。

辰ノ口用水路❸

辰ノ口用水路は、およそ３６０年前永田茂衛
門、勘右衛門父子の働きにより築造されま
した。その結果、現在も花房町をはじめとす
る近隣の水田を潤しています。

金刀毘羅神社❺

拝殿の右側の階段175段を登ると、金刀毘
羅神社と徳川光圀より給わった詞の石碑が
建てられています。

天満宮（青木）❻

かつては小原講を結成し、各家庭持ち回り
で、疫病や伝染病などの厄を払う天王祭を
行っていました。現在は旧暦の６月20日に青
木公民館で掛け軸を掲げ実施しています。

石仏群（青木）❼

お地蔵様が２体祀られています。どちらも、
子どもの健やかな成長を願うとされる赤い
よだれかけをまとっています。

伊勢神社❹

大同２（８０６）年創建。元禄時代には、徳川光圀がし
ばしば御参詣され、渡辺主馬という祠官宅にも立ち
寄ったそうです。それに感激した渡辺主馬が「ちはや
ぶる神と云う神のある中に恵も深き西山の月」とい
う一首を奉ると「西山の峯にとどまる月かげの光ぞ
宇津る国の花房」と徳川光圀から給わりました。

花房のケヤキ❶

おおよそ幹周６.５ｍ、高さ35ｍと推定され、
「花房のケヤキ」として常陸太田市みどりの
文化財に登録されています。

19

293

62



20

常陸太田市からのお知らせ

● 里美支所 82-2111　● 水府支所 85-1111

◆
と
き
：
６
月
３
日
（
木
）
午
前
10
時

〜
午
後
３
時
（
受
付　
午
前
９
時
30
分

〜
）

◆
と
こ
ろ
：
市
役
所
本
庁
３
階
大
会
議

室◆
相
談
員
：
水
戸
北
年
金
事
務
所
職
員
、

社
会
保
険
労
務
士

＊
共
済
年
金
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
で
き

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

◆
持
参
す
る
物
：
年
金
関
係
の
書
類
（
年

金
証
書
、
年
金
手
帳
等
、
年
金
の
種
類
・

加
入
期
間
の
わ
か
る
も
の
）

＊
代
理
の
方
が
相
談
す
る
場
合
に
は
、

委
任
状
が
必
要
で
す
。

◆
申
込
方
法
：
前
日
ま
で
に
電
話
で
予

約
を
し
て
く
だ
さ
い
（
完
全
予
約
制
）。

＊
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

◆
申
：
水
戸
北
年
金
事
務
所
お
客
様
相

談
室
（
０
２
９
‐
２
３
１
‐
２
２
８
３
）

◆
問
：
保
険
年
金
課
年
金
医
療
係
（
内

線
１
１
７
・
１
１
８
）

年
金
相
談

市
で
は
島
根
県
松
江
市
大
規
模
火
災
の

義
援
金
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
皆
さ

ん
か
ら
お
預
か
り
し
た
義
援
金
は
、
日

本
赤
十
字
社
茨
城
県
支
部
を
通
じ
て
、

被
災
地
へ
届
け
ら
れ
ま
す
。

◆
受
付
期
限
：
５
月
31
日
（
月
）

◆
受
付
窓
口
：
社
会
福
祉
課
・
各
支
所

＊
募
金
箱
を
市
役
所
本
庁
総
合
案
内
所

前
・
各
支
所
に
設
置
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
直
接
送
金
す
る
場
合
：

○
金
融
機
関
：
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

○
口
座
記
号
番
号
：
０
０
１
１
０
‐
０
‐

６
３
５
４
８
１

○
口
座
加
入
者
名
：
日
赤
令
和
３
年
島

根
県
松
江
市
大
規
模
火
災
義
援
金

＊
窓
口
で
の
取
り
扱
い
の
場
合
、
振
替
手

数
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

＊
受
領
証
の
発
行
を
希
望
す
る
場
合
は
、

通
信
欄
に
『
受
領
証
希
望
』
と
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。

＊
メ
ガ
バ
ン
ク
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
日
本
赤
十
字

社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
問
：
社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
係
（
内

線
１
４
１
・
１
４
２
）、
各
支
所

令
和
３
年
島
根
県
松
江
市

大
規
模
火
災
義
援
金
受
付

◆
対
象
：

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
を
受
け
る
方
【
申
請
不
要
】

②
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
お
り
、
令

和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
を
受
け
て
い
な
い
方

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、

収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

◆
給
付
額
：
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

◆
申
請
期
限：令
和
４
年
２
月
28
日（
月
）

◆
支
給
手
続
き
：

①
に
該
当
す
る
方
は
申
請
不
要
で
す
。

②
③
に
該
当
す
る
方
は
、
備
え
付
け
の

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必

要
書
類
と
と
も
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

◆
申
・
問
：
子
ど
も
福
祉
課
子
ど
も
家

庭
係
（
内
線
１
６
１
・
１
４
５
）

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に

対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活

支
援
特
別
給
付
金

（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）を
支
給
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＊ご案内の内容は中止・変更になる場合があります。

● 金砂郷支所 76-2111　● 常陸太田市役所 72-3111

◆とき・ところ等

試験種類

乙
種（
第
１
類
〜
7
類
）

甲
種（
特
類
、第
1
〜
5
類
）

試験日 予定試験会場 受験願書受付期間区分

前期

後期

８月２９日（日）
水戸啓明高等学校

試験地

水戸市

水戸市

鹿嶋市 鹿島高等学校

水戸啓明高等学校

書面申請：６月２４日（木）～７月５日（月）
電子申請：６月２１日（月）～７月２日（金）

書面申請：１２月２日（木）～１３日（月）
電子申請：１１月２９日（月）～１２月１０日（金）

令和４年
２月２７日（日）

今
年
度
の
自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限

は
５
月
31
日
（
月
）
で
す
。
最
寄
り
の

金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

等
で
納
期
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

＊
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
方
、
紛
失

さ
れ
た
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
問
：
常
陸
太
田
県
税
事
務
所　
収
税

第一課
（
80
‐
3
3
1
4
）

市
議
会
6
月
定
例
会
を
左
表
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
。

＊
休
会
日
以
外
す
べ
て
午
前
10
時
か
ら

開
会
し
ま
す
。

＊
６
月
定
例
会
で
審
査
さ
れ
る
請
願
の

提
出
期
限
は
、
６
月
７
日
（
月
）
午
後

５
時
で
す
。

＊
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、
傍
聴
の
際
は
、
マ
ス
ク

の
着
用
（
各
自
で
用
意
）
を
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
方
は
、

傍
聴
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

◆
問
：
議
会
事
務
局 （
内
線
４
３
２
・

４
３
３
）

とき

６月１４日（月）

６月１５日（火）

６月１６日（水）

６月１７日（木）

６月１８日（金）

６月１９日（土）～２０日（日）

６月２１日（月）

６月２２日（火）

６月２３日（水）

６月２４日（木）

６月２５日（金）

議事予定

休会（議案調査）

本会議（一般質問）

本会議（一般質問）

本会議（議案質疑）

休会

常任委員会（総務）

常任委員会（文教民生）

常任委員会（産業建設）

休会（議事整理）

休会（議事整理）

６月２６日（土）～２７日（日） 休会

６月２８日（月） 本会議（委員長報告・採決・閉会）

本会議（開会・議案説明）
自
動
車
税
種
別
割
の

納
税
に
つ
い
て

消防設備士試験

◆受験願書等の常置場所：市消防本部、北消防署、金砂出張所、里美
出張所、県内の各消防本部、県消防安全課、（一財）消防試験研究セ
ンター茨城県支部
◆申請方法：持参または郵送、もしくは電子申請で申請してください。
◆申・問：（一財）消防試験研究センター茨城県支部（０２９-３０１-１１５０
／〒３１０-０８５２ 水戸市笠原町９７８-25　茨城県開発公社ビル４階）
◆問：消防課予防係（73-１１９４）
＊電子申請に関する問い合わせ先…（一財）消防試験研究センター電
子申請室（０５７０-07-１０００）

消防試験
研究センター
（電子申請）

市
議
会
定
例
会



将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
に

は
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
免
除
期
間

な
ど
を
合
算
し
た
期
間
が
10
年
以
上
必

要
で
す
。
ま
た
、
国
民
年
金
に
は
、
病

気
や
け
が
な
ど
で
障
害
が
残
っ
た
場
合
に

受
け
ら
れ
る
障
害
基
礎
年
金
や
、
万一ご

本
人
が
亡
く
な
っ
た
際
に
子
の
あ
る
配
偶

者
ま
た
は
子
に
支
給
さ
れ
る
遺
族
基
礎

年
金
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
を
未
納
の

ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
こ
れ
ら
の
年
金
を

受
け
取
れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

①
納
付
書
（
現
金
）
で
納
め
る
場
合
…

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付

書
に
よ
り
、
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
前
納
に
よ
る
割
引

も
あ
り
ま
す
。

②
口
座
振
替
で
納
め
る
場
合
…一度
手
続

き
を
す
れ
ば
納
め
忘
れ
の
心
配
が
な
く
、

金
融
機
関
等
へ
行
く
手
間
も
省
け
ま
す
。

ま
た
、口
座
振
替
の
前
納
は
、納
付
書（
現

金
）
よ
り
も
割
引
率
が
高
く
お
得
で
す
。

月
々
で
納
め
る
場
合
で
も
当
月
末
振
替

に
す
る
と
、
１
カ
月
当
た
り
50
円
の
割

引
に
な
り
ま
す
。

●
申
込
窓
口：金
融
機
関
、年
金
事
務
所
、

市
役
所

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の
：
年
金
手
帳

ま
た
は
納
付
書
、
預
貯
金
通
帳
、
届
出

印③
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
で
納
め
る
場
合
…
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
お
支
払
い
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電

話
を
使
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で

納
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
ご
家

族
の
負
担
す
べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も
合

わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業
等
に
よ
り

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

困
難
な
と
き
は
、「
保
険
料
免
除
制
度
」

や
「
納
付
猶
予
制
度
（
50
才
未
満
）」
が

あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
学
生
の
方
に
は
「
学

生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
免

除
を
受
け
る
た
め
の
条
件
は
、
申
請
さ

れ
る
方
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

免
除
・
猶
予
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料

は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
あ
と
か
ら

納
付
す
る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。

追
納
を
ご
希
望
の
方
は
、
市
役
所
窓
口

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
免

除
等
の
承
認
を
受
け
た
年
度
か
ら
3
年

度
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
に
は
、
当

時
の
保
険
料
に
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ

ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は
納
め
た
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、
所
得

税
と
住
民
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
国
民

年
金
保
険
料
を
納
め
た
人
に
は
、
毎
年

11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
社
会

国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
に
は

免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

追
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

【
各
種
手
続
き
先
】

保
険
年
金
課
年
金
医
療
係

（
内
線
１
１
７
・
１
１
８
）、
各
支
所

【
年
金
に
関
す
る
お
問
合
せ
先
】

日
本
年
金
機
構 

水
戸
北
年
金
事
務
所

（
０
２
９
‐
２
３
１
‐
２
２
８
３
）

保
険
料
を
納
め
る
と
税
金
が

安
く
な
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

日本年金機構
ホームページ

参考：令和3年度国民年金保険料納付額　＊ (  ) 内は割引額

現金納付

翌月末振替

16,610円
(割引なし)

16,610円
(割引なし)

16,560円
(△50円)

98,530円
(△1,130円)

195,140円
(△4,180円)

382,550円
(△15,850円)

16,610円
(割引なし)

98,850円
(△810円)

195,780円
(△3,540円)

383,810円
(△14,590円)

当月末振替 ６カ月前納 １年前納 ２年前納

クレジット納付

口座振替

＊口座振替、クレジットカード納付の前納には、申込期限があります。詳しくはお問い合わせください。

国民年金通信 保険年金課年金医療係（内線118）
水戸北年金事務所（029-231-2283）
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み
ん
な
で

鯉
の
ぼ
り
を

作
っ
た
よ
!

5
月
5
日
は

こ
ど
も
の
日
！

久米幼稚園

世矢幼稚園



市内に住所を有する令和２年７月生まれのお子さん（７月号掲載分）
6月１０日（木）
お子さんの氏名（ふりがな）・性別・生年月日・住所、応募者（保護者）の氏名、電話番号
広報広聴課　〒313-8611 常陸太田市金井町 3690（内線 303・304）

満１歳のお子さんの写真大募集！！
１歳の記念にお子さんやお孫さんの写真を市報に掲載してみませんか？右下の QR コードを読み込んで
スマートフォンで撮影した写真を送ってください。「市ホームページ」→「広報・広聴」→「広報」→「はじめての
誕生日申し込み」からでも OK です。もちろんプリントした写真を郵送していただいても大丈夫！！下記の
広報広聴課までお送りください。＊応募された写真は返却いたしませんのでご了承ください。

対　　象
〆　　切
必要事項
問

子育て世代包括支援センターここキララが分庁舎１階に設置されました。
妊娠期から出産、子育てに関する不安や悩みに対応するワンストップ相談窓口になっています。
キッズスペースもあるので安心して相談できますね。

表紙に
よせて

広報ひたちおおた　発行／常陸太田市　編集／広報広聴課　72-3111（内線 303・304）

宮内晴己くん5月6日生まれ／天神林町

はるき 鈴木晴菜ちゃん5月14日生まれ／中野町

はるな

反町心玲ちゃん5月27日生まれ／天神林町

みれい高橋遥己くん5月20日生まれ／内堀町

はるき 小祝春楓くん5月22日生まれ／内堀町

はるか

北村花音ちゃん5月9日生まれ／中城町

かのん

おめでとうございます

はじめての
お誕生日

5月で１歳です


